
〇「大阪市大阪駅周辺地区地域再生エリアマネジメント
負担金条例」では、①負担金を徴収する受益事業者
の範囲、②負担金の額及び③徴収方法等を定めている

〇大阪市は、地域再生エリアマネジメント負担金制度の創設以前
に、地方自治法の分担金制度を活用して「うめきた地区」で分担
金を徴収していた（大阪版ＢＩＤ制度）

※H27.4.1 分担金条例施行

大阪市における事例（参考）

〇国による制度創設後、R2・R3と２年間かけて、制度
導入に向けた社会実験を実施（受益事業者の範囲、

受益の推定、資金計画などを検討）

〇R4に活動計画の認定及び条例制定（議会の議決）

大阪駅周辺地区地域来訪者等利便増進活動計画

法第17条の8第２項に定める
負担金条例制定までの経緯

※大阪市資料をもとに作成
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2.更新手続きについて（現行制度の考え方／ご提案への回答）

○ 本制度は、金銭の強制徴収を伴う制度である点を踏まえ、活動計画については、市町村の関与の下、当該活動実施団体の
ガバナンスを確保し、負担金の徴収を受ける事業者の権利を保護する観点から、一定期間ごとに活動の効果を検証し、計画
期間終了後に活動を継続する場合には新たな計画の認定を要することとするのが適当。

○ このため、まちづくりに関する計画の評価・見直しや団体のガバナンス確保といった類似の観点で設けられた国内他制度の
計画期間の年数の上限等も参考にしながら、計画期間の上限を設けている。

制度 計画期間の年数の上限 根拠条項

立地適正化計画 おおむね５年ごとに、
計画の実施状況について
評価等を行い、必要に応
じて変更を行う

都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）
第84条第１項

ＮＰＯ法人に係る公益認定 有効期間が５年 特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号）
第51条第１項

・国内の他制度における計画期間の年数の上限は以下のとおり

＜現行制度の考え方＞

＜回答＞

○ 公権力の行使による負担金徴収を可能とする活動計画の期間について、何ら制限なくエリアマネジメント団体等の判断で
設定できることとすることは適当ではなく、またその他の同趣旨の要望は確認されていないことからも、活動計画の期間を
５年間から地域の実情に応じた期間へと見直すことは困難であると考える。

○ なお、認定後においても、無条件に記載された計画期間中の継続が保証されているわけではなく、受益事業者の３分の１を超
える同意を得た上で、認定の取り消しの請求がなされた場合、当該認定は取り消されるため、継続的に同意の状況を確認して
いく必要がある制度となっている。
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（参考：ニューヨーク、イングランド、ハンブルクにおけるＢＩＤの期限も５年程度）

5
8



＜参考＞受益者負担金制度とは

○道路法・河川法等、公物管理法を中心として、様々な法令に位置付け

○特に、都市計画法の受益者負担金制度、地方自治法の分担金制度を活用した下水道整備に
係る受益者負担金は数多くの自治体で活用（平成27年度末時点で1281団体にて活用）

【既存の法令の例】

○受益者負担金制度 ＝ ある事業により利益を受ける者から、
その利益の限度において負担金を徴収する制度

※具体的な制度の内容は各自治体の条例に委ねられるが、標準的な考え方は以下の通り。

○賦課対象区域： 公共下水道の排水区域

○受益者の範囲： 公共下水道の排水区域内の土地の所有者（ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸
借による権利の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用貸主又は貸借人）

・下水道事業により公共下水道が整備されると、その整備により特定の地域について環境が改善され、未整備地区に
比べて利便性・快適性が著しく向上する

・その結果として、当該地域の資産価値が増加する

・また、資産価値の増加という利益を受ける者の範囲は、公共下水道が整備される地域として明確である

→受益者負担金制度がなじむ

【参考】下水道整備に係る受益者負担金制度の考え方
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